
議案第１６２号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  平成２８年１１月３０日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ

起   点 終   点 重要な経過地

Ａ第８３１号線 100 85 4 00 

さいたま市桜区大字

神田字作田１９４番

４地先

さいたま市桜区大字

神田字作田１９２番

８地先

Ｉ第４２３号線 54 92 5 00 

さいたま市南区太田

窪四丁目１５７３番

５地先

さいたま市南区太田

窪四丁目１５７６番

１地先

Ｊ第４７９号線 88 05 4 50 

さいたま市浦和区瀬

ケ崎二丁目６４０番

１８地先

さいたま市浦和区瀬

ケ崎二丁目６４０番

２１地先

Ｌ第１２９９号線 99 19 4 00 

さいたま市緑区大字

三室字原前１０５９

番１２地先

さいたま市緑区大字

三室字原前１０５９

番１７地先

Ｌ第１３００号線 110 11 5 00 

さいたま市緑区大字

三室字原前６９番５

１地先

さいたま市緑区大字

三室字原前６０番４

地先

１２８８３号線 40 32 4 00 

さいたま市北区盆栽

町４６６番２５地先

さいたま市北区盆栽

町４６６番２５地先

２２５６７号線 80 95 4 00 

さいたま市見沼区大

字東門前字原３９０

番１４地先

さいたま市見沼区大

字東門前字原３９３

番７地先

２２５６８号線 232 31 

22 

～ 

25 

00 

00 

さいたま市大宮区天

沼町二丁目６４８番

１地先

さいたま市大宮区天

沼町二丁目７３５番

１地先

４１７００号線 127 84 

4 

～ 

4 

00 

50 

さいたま市西区大字

土屋字上谷４１０番

１地先

さいたま市西区大字

土屋字上谷４０４番

７地先

１ ７ ７ ５ 号 線 48 42 4 00 

さいたま市岩槻区上

里一丁目３番５地先

さいたま市岩槻区上

里一丁目３番５地先


